
オーナーの資産を守り、オーナー・入居者の”安心”を

実現する制度です。

賃貸住宅管理会社が万が一倒産した場合、オーナー様に引

き渡すべき集金代行家賃や敷金等の「預り金」を

日本賃貸住宅管理協会が一定額保証します。


